
新旧対比表 M’s PayBridge 利用規約 

（変更箇所下線） 

条番号 現行 変更後 

fincode byGMO 利用 

規約集 

（追加） No.4 fincode 銀行振込利用規約 

ページ P 39 

fincode byGMO 利用 

規約集 

No.4 個人情報保護方針 

ページ P 39 

No.5 個人情報保護方針 

ページ P 46 

fincode byGMO 利用 

規約集 3 fincode 請求書

カード払い利用規約  

第 2 条  

（１）～（２０）（略） 

（追加） 

 

 

（２１）～（２４） 

（１）～（２０）（略） 

（２１）取次事業者 本サービスの販売

に関し媒介又は取次等を行う第三者を

いい、EP 提携事業者を含む 

（２２）～（２５） 

fincode byGMO 利用 

規約集 3 fincode 請求書

カード払い利用規約  

第３条５項 

（追加） 

 

５．取次事業者が第１項に定める利用契

約の申込その他本サービスの利用に関

する各種意思表示（内容変更を含むがこ

れに限られない）、各種手続（本番環境

申請、事務代行及び通知の受領を含むが

これに限られない）、データ処理対応並

びに利用者専用サイトの操作の全部又

は一部を行う場合（以下、これらの行為

を総称して「本操作等」という）、利用

希望者及び利用者は、本操作等に先立

ち、取次事業者に対し本操作等の代理又

は代行に必要な権限（以下「代理権等」

という）を適法に付与し、本サービスを

利用する期間中これを有効に維持する

ものとする。取次事業者による本操作等

は利用者及び利用希望者の行為とみな

す。代理権等が失効した場合又はその有

効性に疑義が生じた場合、利用者及び利

用希望者は直ちに EP に通知するもの

とする。 

fincode byGMO 利用 

規約集 3 fincode 請求書

カード払い利用規約  

第５条 1 項 

１．利用者は、立替払契約の締結を希望

する場合、サプライヤーから発行された

請求書に係るデータ、利用者及びサプラ

イヤーに関する情報並びに利用者のサ

プライヤーへの支払いに係る情報その

他 EP が求めるデータ及び情報（以下、

総称して「請求書データ等」という）を、

EP が別途指定する期日に、EP が別途

指定する方法に従って、直接又は EP が

別途指定する EP の協業先を通じて EP

１．利用者は、立替払契約の締結を希望

する場合、サプライヤーから発行された

請求書に係るデータ、利用者及びサプラ

イヤーに関する情報並びに利用者のサ

プライヤーへの支払いに係る情報その

他 EP が求めるデータ及び情報（以下、

総称して「請求書データ等」という）を、

EP が別途指定する期日に、EP が別途

指定する方法に従って、直接又は EP が

別途指定する EP の協業先 （取次事業者



に対して提供するものとする。但し、請

求書データ等の提出方法並びに提出し

た請求書データ等の内容及び様式に欠

陥又は瑕疵があった場合、当該データ等

はその全体について、有効に提出が行わ

れなかったものとみなす。 

を含むがこれに限られず、以下「EP 協

業先」という）を通じて EP に対して提

供するものとする。但し、請求書データ

等の提出方法並びに提出した請求書デ

ータ等の内容及び様式に欠陥又は瑕疵

があった場合、当該データ等はその全体

について、有効に提出が行われなかった

ものとみなす。請求書データ等及び利用

者による本サービスの利用に関する情

報は EP と EP 協業先との間で共有され

るものとし、利用者はこれを承諾する。 

fincode byGMO 利用 

規約集 3 fincode 請求書

カード払い利用規約  

第 13 条 1 項(11) 

(11)利用者と EP 提携事業者との間の本

サービスの利用に関する契約が存在す

る場合には当該契約（EP が代理人とし

て締結申込みすることで締結されたか

否かは問わない）が、理由の有無又は如

何を問わずに終了した場合 

(11)利用者と EP 提携事業者又は EP 協

業者との間の本サービスの利用に関す

る契約が存在する場合には当該契約

（EP が代理人として締結申込みするこ

とで締結されたか否かは問わない）が、

理由の有無又は如何を問わずに終了し

た場合 

fincode byGMO 利用 

規約集 3 fincode 請求書

カード払い利用規約  

第 17 条 10 項 

10．利用者は、EP にサプライヤーに係

る個人情報等を提供又は開示するに際

し、自己の費用と責任において、当該提

供又は開示、並びに、本カード会社、カ

ードネットワーク及びシンプルフォー

ム株式会社への開示又は提供に関する

サプライヤー本人の同意取得等を含む

個人情報保護法上必要かつ適切な対応

をとるものとする。 

10．利用者は、EP にサプライヤーに係

る個人情報等を提供又は開示するに際

し、自己の費用と責任において、当該提

供又は開示、並びに、本カード会社、カ

ードネットワーク、EP 協業者及びシン

プルフォーム株式会社への開示又は提

供に関するサプライヤー本人の同意取

得等を含む個人情報保護法上必要かつ

適切な対応をとるものとする。 

 


